
設置基準第２号様式（第３条関係） 

 

 

誓 約 書 
 
                            年  月  日 
(あて先)京都市長 
  
 
 京都市    区                    番地において建設

いたします共同住宅(仮称)                      から排出

される下記のごみは、一般廃棄物収集運搬業許可業者へ収集を委託します。 
 また、ごみの分別排出ルールについては、マンション管理規約に明記するなど入居

者に十分説明するとともに、適切な管理を行うことをここに誓約します。 
 

記 
 
【一般廃棄物収集運搬業許可業者へ収集を委託するごみ（どちらかに☑を付けてください）】 
□全ての品目 
□一部の品目 
□燃やすごみ    □缶    □びん    □ペットボトル  
□プラスチック類        □小型金属類 □雑がみ 

  ※一部一般廃棄物収集運搬業許可業者に収集を委託する場合は、該当する品目に

も☑を付けてください。 
 
 
            住 所                    
 
            氏 名                    
 
            電話番号                    
 
 
 
 ごみの収集開始までに、「共同住宅等分別周知等届」に必要事項を記載し、京都市へ

の提出が必要です。 

 


